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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 後 改 正 前

別表 別表

Ⅰ （略） Ⅰ （略）

Ⅱ 医科点数表の第２章第３部、第４部、第５部、第６部、第９部、第10部 Ⅱ 医科点数表の第２章第３部、第４部、第５部、第６部、第９部、第10部

、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及 、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及

びその材料価格 びその材料価格

001～075 （略） 001～075 （略）

076 固定用金属ピン 076 固定用金属ピン

(１) （略） (１) （略）

(２) 一般用 (２) 一般用

①・② （略） ①・② （略）

③ プレート型 30,400円 （新設）

077～111 （略） 077～111 （略）

112 ペースメーカー 112 ペースメーカー

(１)～(５) （略） (１)～(５) （略）

(６) デュアルチャンバ（リード一体型） 1,170,000円 （新設）

(７)～(９) （略） (６)～(８) （略）

113～132 （略） 113～132 （略）

133 血管内手術用カテーテル 133 血管内手術用カテーテル

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略）

(３) ＰＴＡバルーンカテーテル (３) ＰＴＡバルーンカテーテル

①～⑥ （略） ①～⑥ （略）

⑦ ボディワイヤー型 97,100円 （新設）

(４)～(22) （略） (４)～(22) （略）

134～149 （略） 134～149 （略）

150 ヒト自家移植組織 150 ヒト自家移植組織

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略）

(４) 自家培養口腔粘膜上皮 （新設）
くう



① 採取・培養キット 4,280,000円

② 調製・移植キット 5,470,000円

151～211 （略） 151～211 （略）

212 ペプチド由来吸収性局所止血材 １mL当たり13,200円 （新設）

213 脳神経減圧術用補綴材 0.1ｇ当たり3,120円 （新設）
てつ

Ⅲ～Ⅸ （略） Ⅲ～Ⅸ （略）


